
令和２年度三豊市成年後見制度利用促進審議会 

 

 

日 時 令和 3 年 2 月12 日（金）17:30～19:00 
場 所 三豊市役所危機管理センター3 階 301・302 会議室 

 
 
 
１．開会 

 
 
２．あいさつ 

 
 
３．協議事項 
（１）市民後見人養成の進捗状況について 資料１ 
  ・担い手の育成とバックアップ体制、家庭裁判所との連携 

 
（２）関係機関と中核機関の連携について   
  ・広報 資料２ チラシの作成、配布先及び活用方法   
  ・事例 資料３ 事例１「受任者調整」 中核機関の活用 

事例２「死後の事務」 制度利用のメリットに向けて 
       ※個人情報を含むため資料３は非公開とします。 

 
 （３）「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」について  資料４ 

 
 
（４）その他  資料５ 

 

 
４．閉会 
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(順不同、敬称略）

番号 役　職　名 役職名 氏名 備考

1 三豊・観音寺市医師会 理事 大塚　智丈 委員

2 香川県弁護士会 弁護士 秋月　智美 副会長

3 香川県司法書士会 司法書士 原田　祥一郎 委員

4 香川県社会福祉士会 社会福祉士 時岡　信一 委員

5 三豊市介護サービス事業者協議会(高齢者分野関係者) 会長 仁井　昌彦 委員

6 三豊市介護サービス事業者協議会(高齢者分野関係者) 理事 筒井　達也 委員

7 相談支援事業所高瀬荘(障害者分野関係者) 施設長 山本　麻紀子 委員

8 三豊市民生委員児童委員協議会連合会 会長 前田　昭文 委員

9 観音寺人権擁護委員協議会 副会長 重信　厚 委員

10 四国学院大学(学識経験者) 教授 西谷　清美 会長

11 三豊市社会福祉協議会 事務局長 滝口　直樹 委員

12 三豊市社会福祉協議会
法人成年後見等
事業担当

嶋田　真理子 委員

13 香川県社会福祉協議会　地域福祉課 課長 十河　真子 委員以外

14 高松家庭裁判所 首席書記官 小西　孝雄 オブザーバー

15 高松家庭裁判所観音寺支部 庶務課長 三木　広樹 オブザーバー

三豊市健康福祉部 部長 藤田　伸治

三豊市健康福祉部 福祉事務所　福祉課 課長 橋本　智江

三豊市健康福祉部介護保険課 課長 森　敏明

三豊市地域包括支援センター センター長 大西　茂子

（事務局）

令和２年度三豊市成年後見制度利用促進審議会　出席者名簿
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成年後見制度利用促進（市民後見人）について 
 
 
【三豊市における市民後見人養成に至るまでの主な経緯】 
 
平成２８年５月 成年後見制度の利用の促進に関する法律 制定 
 
平成２９年３月 成年後見制度利用促進基本計画（国）策定 
 
平成３０年１月、５月 三豊市成年後見制度利用促進審議会設置準備会を開催 

委員より、三豊市においても担い手が不足している、市民後見 
人の養成ができていない等の意見があった。 

 
 
平成３０年１０月 三豊市成年後見制度利用促進審議会設置条例制定 
 
平成３０年１１月～平成３１年２月 審議会を３回開催 
 
平成３１年３月 「三豊市成年後見制度利用促進基本計画」策定 
 

「三豊市成年後見制度利用促進基本計画」より（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月 三豊市社会福祉協議会と委託契約 

 県社協、市社協、市包括で三豊市市民後見人養成講座について協議 

 新型コロナ感染対策を踏まえた講座を検討、準備を行う。 

 

令和２年１１月 三豊市市民後見人養成講座開始 

        １０名が受講（第 1期生） 

 

市民後見人による市民目線での後見活動、本人に寄り添った支援が期待されている。 

 

（ｂ）担い手の育成・活動の促進 

 市民後見人の積極的な活用が可能となるよう、市民後見人の育成については、

中核機関と地域連携ネットワークが連携し、平成３２（２０２０）年度に市民

後見人養成講座を開催します。さらに、市民後見人研修の修了者について、法

人後見を担う社会福祉協議会において後見人となるための実務経験を重ね、市

民後見人の活用を進めていきます。 
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三豊市社会福祉協議会

三豊市
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令和２年度 三豊市市民後見人養成講座
【カリキュラム】

受講の様子（令和３年１月８日）

現在、１０名が受講中（第１期生）。
新型コロナ感染対策のため、講義にはDVD（録画）も
活用している。
来年度から三豊市社会福祉協議会の「法人後見支援員」
として活動予定。その後、「市民後見人」＊として活躍
することが期待されている。

＊「市民後見人」とは、社会貢献への意欲が高い一般
市民の方で、市町村が実施する養成講座を受講し、成
年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた方の中
から、家庭裁判所により成年後見制度等として選任さ
れた方のことです。

　講　座　日 時　　間　 講　　座　　項　　目 時間 講　　師

9:30～9:50 オリエンテーション・開　会 20 三豊市介護保険課・三豊市社協

10:00～12:00 「成年後見制度の基本理念と概要」 120 社会福祉士

9:30～10:30 「後見人の業務について①」～身上監護～ 60 社会福祉士

10:30～11:30 「後見人の業務について②」～財産管理～ 60 司法書士

11:30～12:00 参加者交流 30 三豊市社協

9:30～10:20 「対象者と社会資源の理解①」～認知症～ 50 社会福祉士

10:20～11:10 「対象者と社会資源の理解②」～知的障害～ 50 社会福祉士

11:20～12:30 「対象者と社会資源の理解②」～精神障害～ 50 精神保健福祉士

9:30～10:30 実際の活動報告（市民後見人） 60 市民後見人・市町社協

10:30～11:30 ここまでの振り返り・日常生活自立支援事業 60 三豊市社協

⑤ 11/20（金） 9:30～11:30 「後見業務の法律基礎知識」～家族法、財産法～ 120 弁護士

⑥ 11/24（火） 9:30～11:30 「成年後見を取り巻く諸制度の基礎」～健康保険・年金制度～ 120 社会保険労務士

申立手続き書類の作成 120 司法書士

財産目録の作成・収支予定の作成 90 司法書士

⑧ 11/30（月） 9:30～11:00 後見事務終了の手続き／死後事務 90 司法書士

⑨ 12/７（月） 9:30～11:00 年次報告書・報酬付与申立の実務 90 司法書士

9:30～10:30 介護保険・高齢者施策への取組状況 60 介護保険課

10:30～11:00 高齢者虐待防止法 30 包括支援センター

9:30～10:30 障害者施策への取組状況 60 福祉課

10:30～11:00 障害者虐待防止法 30 福祉課

11:10～11:50 生活保護制度について 40 福祉課

9:30～10:30 消費者被害について 60 消費生活センター

10:30～11:00 事務連絡 30 三豊市社会福祉協議会

【体験学習】後見人の後見業務同行

【体験学習】日常生活自立支援業務同行

9:30～10:30 フォローアップ②　家庭裁判所の役割について 60 家庭裁判所

10:30～12:00 フォローアップ③　市民後見人の活動の実際 90 坂出市社協　丸亀市社協

10:00～11:00 フォローアップ④　座談会 60 司法書士

11:00～11:30 市民後見人登録説明 30 三豊市介護保険課・三豊市社協

合計 1740 分（以上）

1/8（金）⑭

⑮ 2/2（火）

⑦ 11/26（木）

⑫ 12/21（月）

随時 三豊市社会福祉協議会

④ 11/18(水）

⑩ 12/14(月）

⑪ 12/16(水）

9:30～11:30

⑬ 9:30～12:00

① 11/6（金）

② 11/10(火）

③ 11/13(金）
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意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインについて 

１．国内のさまざまな「意思決定支援」ガイドライン 

・障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン 

（2017.3 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部） 

 

・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 

（2018.6 厚生労働省 老健局総務課認知症施策推進室） 

 

・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 

（2018.3 厚生労働省 医政局総務課） 

 

・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 

（2019.5 厚生労働省 医政局総務課） 

 

・意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン 

（2020.10 厚生労働省 意思決定支援ワーキング・グループ） 

 

 

２．意思決定支援が必要な場面 

①日常生活における場面 

例えば食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴、余暇活動プログラムへの参加を選

ぶ等の場面が考えられる。日頃から本人の生活に関わる事業者の職員が、場面に応じて即

応的に行う直接支援の全てに意思決定支援の要素が含まれている。 

 

②社会生活における場面 

例えば、自宅からグループホームや入所施設等に住まいの場を移す場面等が、意思決定支

援の重要な場面として考えられる。事業者、家族や成年後見人等が集まり、判断の根拠を

明確にしながら、より制限の少ない生活への意向を原則として、意思決定支援を進める必

要がある。 

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」より 

 

③後見人等として意思決定支援を行う場面 

原則として、本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付随した事実
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行為の場面に限られる。 

「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」より 

 

３． 意思決定支援及び代行決定のプロセスの原則 

（１）意思決定支援の基本原則 

第 1 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 

第 2 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決

定に移ってはならない。 

第 3 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判

断してはならない。 

 

（２）代行決定への移行場面・代行決定の基本原則 

第 4 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が困難な場合に

は、代行決定に移行するが、その場合であっても、後見人等は、まずは、明確な根拠

に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき行動することを基本と

する。 

第 5 ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとっ

て見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価

値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採らなけれ

ばならない。 

第 6 本人にとって最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定

を先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小

限度の範囲で行わなければならない。 

第 7 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第 1 原則に戻

り、意思決定能力の推定から始めなければならない。 

 

４．意思決定支援のプロセス 

  別紙を参照 
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５．「最善の利益」に基づく代行決定 

①意思決定支援を尽くしても本人の意思が明確ではなく、かつ、本人の意思を推定するこ

とさえできない場合や、②本人が表明した意思や推定される本人の意思を実現すると本人

のとって見過ごすことができない重大な影響＊が生じてしまう場合には、後見人等は、「最

善の利益」に基づく代行決定を行うことになる。 

＊「重大な影響」といえるかどうかについては、以下の要素から判断する。 

①本人が他に採り得る選択肢と比較して、明らかに本人にとって不利益な選択肢といえる

か。 

②一旦発生してしまえば、回復困難なほど重大な影響を生ずるといえるか。 

③その発生の可能性に確実性があるか。 

 

本人にとって最善の利益に基づく代行決定は、意思推定の場面とは異なり、本人の意思よ

りも他者の判断が優越し得る場合がある（本人の意思や推定意思とは異なる他者決定があ

り得る）ということに留意する必要がある。したがって、使い方を誤るとかえって本人の自

己決定の侵害となる可能性もあるため、最後の手段として慎重に検討されるべきものであ

る。 

 

後見人等は最善の利益に関する協議結果を踏まえて、与えられた裁量・権限の範囲＊にお

いて、代理決定を行う。 

＊後見人が代行決定することができない意思決定（身分関係の変動、身体への侵襲を伴う医

療に関する意思決定等）には当たらないことの確認が必要。 

 

再び何らかの意思決定が課題となる場面が生じた場合には、改めて意思決定支援のプロ

セスに立ち戻って支援が展開される必要がある。 

 

10



11

別紙



12



13



2021/2/12 三豊市成年後見制度利用促進審議会 県社協資料 

 

 

１ 市民後見人養成について（別添資料参照） 

 （１）各市町の取組について 

 

 

 

 （２）今後の取組みについて（複数の市町による共同実施に向けて） 

 

 

 

２ 中核機関設置後の課題と今後の支える中核としての動きについて 

 （１）基礎中核（各市町）と支える中核（かがわ後見ネットワーク）の機能に 

ついて 

 

   ○支える中核としての機能 

    ・中核機関連絡会議の実施 

    ・相談会、講師派遣、地域担当制、研修会や協議の実施 

    ・県全体での権利擁護支援ネットワークの構築に向けた検討 

 

 

 

 （２）子どもの権利に関することについて（未成年後見） 
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1／3 

R3.2.2(金)  中讃東部地域における市民後見人養成の今後の在り方検討 

 

県内の市民後見人養成事業の実施状況 

 

 

○ 中讃圏域 

市町 実施状況等 
市民後見人 

養成者数 

市民後見人 

登録者数 

成年後見人 
等の 

受任者数 

丸亀市 

Ｈ25年度～ 市社協に一部委託 

県社協主催の基礎研修を受講した市民後見人候補者等を
対象に、より具体的な研修、フォローアップ研修、活動
支援等を実施。 
（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

２４人 １８人 ６人 

坂出市 

Ｈ23年度～ 市社協に全部委託 

県社協主催の基礎研修を受講した市民後見人候補者等を
対象に、より具体的な研修、フォローアップ研修、活動
支援等を実施。 
（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

２７人 ２３人 ４人 

宇多津町 

Ｒ２年度～ 一部県社協の協力を得て直営で実施 

県社協主催の基礎研修を受講した市民後見人候補者等を
対象に、より具体的な研修、フォローアップ研修、活動
支援等を実施。 
また、受講に繋げるため、住民向けの出前講座等を実施。 

（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

０人 ０人 ０人 

綾川町 － ０人 ０人 ０人 

善通寺市  
 
Ｒ１年度～ 

善通寺市社協、琴平町社協、多度津町社協、まんのう町
社協が共同し、試験的に市民後見人養成事業を実施。 

（うち琴平町は、県補助金・地域医療介護総合確保基金
を活用） 

共同実施について、各市町の人材育成方法に対する考え
方等が一致していないため、今後、協議を進める予定。 

０人 ０人 ０人 

琴平町 ２人 ２人 ０人 

多度津町 ０人 ０人 ０人 

まんのう町 

Ｒ３年度～  

町の直営・単独で実施予定。 

単独実施の意向ではあるが、１市３町による共同実施に
係る協議には参加する予定。 

（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

０人 ０人 ０人 

（人数は、令和２年４月１日現在） 
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○ 東讃圏域 

市町 実施状況等 
市民後見人 

養成者数 

市民後見人 

登録者数 

成年後見人 
等の 

受任者数 

さぬき市 

Ｈ29年度～ 市社協に一部委託 

県社協主催の基礎研修を受講した市民後見人候補者等を
対象に、より具体的な研修、フォローアップ研修、活動
支援等を実施。 
（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

Ｒ３年度からは、東かがわ市と共同で実施予定。 

１１人 ６人 １人 

東かがわ市 

Ｒ３年度～  

市社協に一部委託し、さぬき市と共同で実施予定。 

（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

０人 ０人 ０人 

（人数は、令和２年４月１日現在） 

 

○ 高松圏域 

市町 実施状況等 
市民後見人 

養成者数 

市民後見人 

登録者数 

成年後見人 
等の 

受任者数 

高松市 

Ｒ１年度～ 市社協に全部委託 

県社協主催の基礎研修を受講した市民後見人候補者等を
対象に、より具体的な研修、フォローアップ研修、活動
支援等を実施。 
（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

１７人 ０人 ０人 

三木町 － ０人 ０人 ０人 

直島町 
（参考）町の意見として 
・住民間の距離が近すぎるため、市民後見人による後見
は、なじまないのではないか。 

０人 ０人 ０人 

（人数は、令和２年４月１日現在） 

 

○ 西讃圏域 

市町 実施状況等 
市民後見人 

養成者数 

市民後見人 

登録者数 

成年後見人 
等の 

受任者数 

観音寺市 

Ｒ３年度～  

市社協に全部委託し、実施予定。 
（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

０人 ０人 ０人 

三豊市 

Ｒ２年度～ 市社協に全部委託 

県社協主催の基礎研修を受講した市民後見人候補者等を
対象に、より具体的な研修、フォローアップ研修、活動
支援等を実施。 
（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 

０人 ０人 ０人 

（人数は、令和２年４月１日現在） 
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3／3 

 

○ 小豆圏域 

市町 実施状況等 
市民後見人 

養成者数 

市民後見人 

登録者数 

成年後見人 
等の 

受任者数 

土庄町 
（参考） 
・Ｒ３年度から、土庄町社協、小豆島町社協において  
法人後見を開始予定。 

・当面は、法人後見に尽力し、次のステップとして市民
後見人養成に取り組む予定。 

・人材育成については、土庄町と小豆島町が共同で実施
する予定。 

０人 ０人 ０人 

小豆島町 ０人 ０人 ０人 

（人数は、令和２年４月１日現在） 

 

○ 香川県 

Ｈ25年度～ 県社協に全部委託 

市民後見人の養成に取り組む市町を支援するため、県社協に委託し、市民後見人養成カリキュラムにおけ
る基礎部分の研修の実施、市民後見人の養成や実際の活動に関する問題等について指導・助言をすること
のできる専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）の派遣等を実施。 

（県補助金・地域医療介護総合確保基金を活用） 
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高松家庭裁判所

香川県

市町

香川県社会福祉協議会

市町社会福祉協議会

【権利擁護に関わる団体のネットワーク】
＝かがわ後見ネットワーク

（事務局：県社協権利擁護・成年後見支援センター）

・無料相談、講師派遣（弁護士、司法書士、社会福祉士等）
・弁護士、司法書士、社会福祉士による地域担当制
・研修（市民後見人等）、広報啓発
・調査研究（成年後見制度利用支援事業、金融機関の取扱等）
※ネットワーク全体の運営についての協議を運営協議会にて行う。

ＮＰＯ法人後見ネットかがわ
・後見等の受任・法人後見支援

ＮＰＯ法人手をつなぐ香川後見センター

【専門職による成年後見人等】
・香川県弁護士会 高齢者・障害者支援センター運営委員会
・公益社団法人成年後見センター･リーガルサポート香川県支部
・公益社団法人香川県社会福祉士会 ぱあとなあ香川

市町社会福祉協議会の取組み
○日常生活自立支援事業（１７市町社協）

・社会福祉法に位置付けられている第２種社会福祉事業
・本人と市町社協、県社協の３者契約

○法人後見実施社協１５か所（各社協が実施主体）
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、
さぬき市、東かがわ市、三豊市、三木町、直島町、
宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

※丸亀市、坂出市、さぬき市では市民後見人が活動中
○生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）

高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、さぬき市、観音寺市
東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、
宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

※令和３年度から三豊市も実施
○香川おもいやりネットワーク事業（１７市町社協）

社会福祉法人施設、民生委員・児童委員との協働の取組
○生活支援コーディネーターの配置 等

一般社団法人後見センター・小豆島スタイル

※今後運営協議会、プロジェクトにおいて、成年後見制度利用促進
基本計画における地域連携ネットワークの構築に向けた協議を行う。
（香川型モデルの構築）

○各市町における成年後見制度利用支援事業の拡充
○各市町での利用促進法への対応

○香川県内における権利擁護支援ネットワーク体制について（現在） ※香川県社協作成
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機能 各市町 圏域 県

広報

相談

利用促進

後見人支援

基礎中核（市町が設置、委託可）
※行政、包括、社協との連携

支える中核（かがわ後見ネットワーク（事務局 県社協））
※行政、社協、専門職団体等との連携

○広報

○ニーズ調査
○発見・見守り、声かけ

○相談

○ケース検討・サービス調整

○後見利用の場合

・市町長申立

・本人申立、親族申立

・適切な受任候補者の推薦

○後見人等への支援

○広報 ・講演会等の開催・パンフレット等の作成

専門職の派遣

専門職の相談、
派遣

専門職の派遣

専門職の相談、派遣（市民後見人等のフォローアップを含めて）
（定期的な相談会等に専門職の参加） 法人後見支援

運営

※現時点で
のイメージ

○基礎中核の運営に関する協議（仮）（定期的）

○市町内での権利擁護ネットワーク構築（仮）
（協議会等・年１回程度）

○支える中核運営協議会（仮）（年４回程度）

○権利擁護関係機関連絡会議（仮）（年１回程度）
※金融機関、医療機関を含める。

○法人後見等連絡会（仮）
○地域包括支援センター連絡会（仮）…権利擁護に関する
○中核機関連絡会議（仮）
○未成年後見サポート（仮）

研修

※現時点で
のイメージ

○市民後見人等人材養成研修
○市町長申立実務に関する研修（仮）（基礎編・応用編）

○市民後見等人材養成研修（県域及び圏域）
○専門職の講師派遣
○他、成年後見制度に関する研修

福祉サービス等の利用
後見利用でない場合

・日常生活自立支援事業
等

※継続した関わり

・ケース会議等への参加、助言等

・必要に応じて専門職による申立相談（市町長申
立、本人・親族申立について代行ではなく、申立
相談。２回程度を想定）

・適切な受任候補者についての協議の場への参
加

・市民後見人等の調整（広域の調整が必要な場
合、バンク（仮）による調整）

・定例の相談会開催時に専門職の参加

役割①専門職派遣に係る調整

役割③中核機関等運営支援

役割②研修会等の開催

成年後見制度利用促進法への対応（各市町、県の機能） ※香川県社協作成
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3

１ 市町村計画の策定・中核機関の整備の状況（香川県長寿社会対策課作成資料）

状
況 実施時期 市町村計画

の策定
中核機関
の整備

実
施
済
み

Ｈ３０
年度 H31.3月 三豊市

Ｒ元
年度

H31.4.1 丸亀市
三豊市

R2.3月
高松市
善通寺市
東かがわ市

Ｒ２
年度

R2.4.1

坂出市
善通寺市
宇多津町
多度津町

R2.6.1 高松市

未
実
施

Ｒ２年度
予定

坂出市
小豆島町
三木町
宇多津町
綾川町

Ｒ３年度
予定

丸亀市
観音寺市
さぬき市
土庄町
直島町
琴平町
多度津町
まんのう町

観音寺市
さぬき市
東かがわ市
土庄町
小豆島町
三木町
直島町
綾川町
琴平町
まんのう町

＜令和２年８月１日現在 香川県長寿社会対策課調べ＞

市町村計画の策定状況

・ 策定済みの４市のうち、三豊市は、単体の「成年後見制度利用促進
基本計画」として策定。

・ 高松市、善通寺市、東かがわ市は、「地域福祉計画」における施策
の1つとして、「成年後見制度の利用促進」を掲げ、これを基本計画と
して位置付け。

・ これから策定予定の市町のほとんどは、「地域福祉計画」のほか、
「介護保険事業計画」、「高齢者保健福祉計画」、「障害福祉計画」等
の施策に組み入れる形での策定を検討している。
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4

整備時期 市町名 整備形態

H31.4.1

丸亀市
市社協へ委託
市社協内の既存の権利擁護センター「後見センターまるがめ」を、中核機関に設定
県社協（かがわ後見ネットワーク）による市民後見人養成（基礎部分）、専門職派遣等の支援

三豊市
市に設置（直営） 「地域包括支援センター」を、中核機関に設定
一部業務（市民後見人の養成、専門職派遣等）を市社協と県社協（かがわ後見ネットワーク）へ委託

R2.4.1

坂出市
市社協へ委託
市社協内の既存の権利擁護センター「坂出市成年後見センター」を、中核機関に設定
県社協（かがわ後見ネットワーク）による市民後見人養成（基礎部分）、専門職派遣等の支援

善通寺市
市に設置（直営） 「地域包括支援センター」を、中核機関に設定
一部業務（市民後見人の養成、専門職派遣等）を県社協へ委託

宇多津町
町に設置（直営） 「地域包括支援センター」を、中核機関に設定
県社協（かがわ後見ネットワーク）による市民後見人養成（基礎部分）、専門職派遣等の支援

多度津町
町社協へ委託
町社協内に新たに「成年後見支援センターたどつ」を設置し、中核機関に設定
県社協（かがわ後見ネットワーク）による市民後見人養成、専門職派遣等の支援

R2.6.1 高松市
市社協へ委託
市社協内の既存の「権利擁護センター」を、中核機関に設定
県社協（かがわ後見ネットワーク）による市民後見人養成（基礎部分）、専門職派遣等の支援

中核機関の整備状況（香川県長寿社会対策課作成資料）

21



①既存の後見センター等（社協が設置運営）が中核機関の機能を担う。
→ 高松市、丸亀市、坂出市

②行政、市町社協、県社協とで中核機関の機能を分担する。
（行政がその中心を担う。）→ 三豊市

③行政、市町社協、県社協とで中核機関の機能を分担する。
（市町社協がその中心となり、後見センター等を設置する。）
→ 多度津町

④行政が中核機関の機能を担う。→ 善通寺市、宇多津町

5

◆香川県内各市町の中核機関の機能について（県社協まとめ）
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6

２ 市町社協の権利擁護の取組状況（香川県長寿社会対策課作成資料）

（１）法人後見を実施している社協等

開始
年度

Ｈ１６～ Ｈ１９～ Ｈ２０～ Ｈ２１～ Ｈ２２～ Ｈ２４～ Ｈ２５～ Ｈ２６～ Ｈ２７～ Ｈ２９～ Ｈ３０～

実施
社協

直島町 坂出市 琴平町 観音寺市 三豊市 綾川町 高松市
丸亀市
さぬき市

善通寺市
東かがわ市

三木町 宇多津町
多度津町

まんのう町

累計
社協
数

１市町 ２市町 ３市町 ４市町 ５市町 ６市町 ９市町 １１市町 １２市町 １４市町 １５市町

● 社会福祉協議会 （１５法人）

● その他の法人 （３法人）

ＮＰＯ法人後見ネットかがわ、ＮＰＯ法人手をつなぐ香川後見センター、一般社団法人後見センター・小豆島スタイル

※ 現時点において、小豆圏域（土庄町、小豆島町）では、社会福祉協議会が法人後見を実施していないが、令和元年度から
実施に向けた協議を進めており、早期実現を目指している。

※ 日常生活自立支援事業は、県内全１７市町の社協において実施。

法人後見実施法人の受任件数

法人名 社会福祉協議会 後見ネットかがわ 手をつなぐ香川後見センター 後見センター・小豆島スタイル

受任件数 １５３ 件 ４２ 件 １２ 件 １ 件

＜令和２年４月１日現在 高松家庭裁判所調べ＞

※ 実際に、法人後見として活動しているのは、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職。
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（２）社会福祉協議会の法人後見の取組（令和２年８月１日時点 県社協まとめ）

市町社協名 法人後見 後見 保佐 補助
高松市 43 21 15 7
丸亀市 18 12 5 1
坂出市 21 13 7 1
善通寺市 1 1 0 0
観音寺市 3 2 1 0
さぬき市 6 3 2 1
東かがわ市 10 5 3 2
三豊市 11 4 6 1
土庄町 0 0 0 0
小豆島町 0 0 0 0
三木町 2 1 1 0
直島町 3 3 0 0
宇多津町 1 1 0 0
綾川町 7 4 3 0
琴平町 6 2 3 1
多度津町 5 3 2 0
まんのう町 1 1 0 0

合計 138 76 48 14

7
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（３）日常生活自立支援事業の実施状況（令和２年６月３０日時点 県社協まとめ）
認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 その他 合 計

高松市 48 63 44 10 165 

丸亀市 27 8 15 3 53 

坂出市 13 22 26 5 66 

善通寺市 10 6 5 2 23 

観音寺市 17 27 17 2 63 

さぬき市 20 9 9 38 

東かがわ市 14 6 5 1 26 

三豊市 7 13 11 4 35 

土庄町 4 12 8 2 26 

小豆島町 1 3 8 1 13 

三木町 17 10 10 4 41 

直島町 3 0 0 0 3 

宇多津町 20 6 10 4 40 

綾川町 8 8 3 1 20 

琴平町 3 0 2 1 6 

多度津町 10 5 8 2 25 

まんのう町 0 2 2 1 5 

合 計 222 200 183 43 648 

8
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9

３ 市民後見人の養成状況

実施機関 県 高松市 丸亀市 坂出市 さぬき市 三豊市 合計

開始年度 Ｈ２５年度～ Ｒ元年度～ Ｈ２５年度～ Ｈ２３年度～ Ｈ２９年度～ Ｒ２年度～

実施内容
市民後見人養成のため
の基礎研修の実施、
専門職による支援等

基礎研修を経た市民後見人候補者等に対し、実際に地域の市民後見人として
活動できるよう、より具体的な実践研修、活動支援等を行う。

実施形態 県社協に全部委託
市社協に
全部委託

市社協に
一部委託

市社協に
一部委託

市社協に
一部委託

市社協に
全部委託

市民後見人
養成者数 １７人 ２４人 ２７人 １１人 ０人 ７９人

市民後見人
登録者数 ０人 １８人 ２３人 ６人 ０人 ４７人

成年後見人等
の受任者数 ０人 ６人 ６人 １人 ０人 １３人

＜令和２年４月１日現在 香川県長寿社会対策課調べ＞

市民後見人の養成に向けた動き（県社協まとめ）

・現在、実際に市民後見人が活動しているのは、丸亀市（６名）、坂出市（６名）、さぬき市（１名）で、いずれも地元社協が後
見監督人となっている。

・広域での人材育成検討の動き
大川圏域（さぬき市、東かがわ市）、仲多度・善通寺（善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町）
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・各市町で行政と社協とが協議をし、まず、各市町で取り組むことを確認する（基礎中核）
→ 何らかの支援を必要としている人や世帯は、地域で暮らしているので、一番身近な市町で、

まず話をする。
・かがわ後見ネットワークでのこれまでの取組（講師派遣や地域担当制等）を活かす。
（支える中核の機能）

◎県域で期待されている（と感じる）機能
・専門職団体とのネットワーク
・人材育成（市民後見人の養成）
・他市町の取組に関する情報収集、情報提供（予算や要綱等のことも含む）

10

◆成年後見制度利用促進法への対応について（県社協まとめ）
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・基礎中核、支える中核のあり方。

・意思決定支援のあり方。

・市民後見人等地域の担い手の確保、育成。

・財源と人的体制（市町、市町社協、県社協）

◆今後の取組に向けた課題（県社協まとめ）

11
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三豊市成年後見制度利用促進審議会設置条例 

1/1 

○三豊市成年後見制度利用促進審議会設置条例 
平成30年10月5日 

条例第25号 
(設置) 

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基づき、三豊

市の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させる等のため、三豊市成年後見制度利用促

進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 
(所掌事務) 

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。 
(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。 
(2) 法第14条第1項に規定する三豊市の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策

定に関すること。 
(組織) 

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 医療・福祉関係者 
(2) 司法関係者 
(3) 識見を有する者 
(4) 関係行政機関の職員 
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
4 委員は、再委嘱されることができる。 

(会長及び副会長) 
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。 
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(意見の聴取) 
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 
(報酬及び費用弁償) 

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三

豊市条例第55号)の規定による。 
(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。 
(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

(最初の審議会の招集) 
2 審議会については、会長が選任されるまでの間は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

(三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 
3 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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